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毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
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消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）
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令
和
七
年

七
月
七
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定	

三
六
三

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
二
件
）	

三
六
三

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可	

三
六
四

訓

令

○
山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三
六
四

公

告

○
令
和
七
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施	

三
六
四

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

三
六
九

企

業

局

○
山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
及
び
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
七
〇

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

三
七
〇

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
号
外
第
十
一
号
中	
三
七
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

上
野
原
市
桑
久
保
字
う
に
や
ど
二
三
五
一
、
字
境
沢
二
三
九
六
、
字
瀧
ノ

沢
二
一
九
三

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
上
野
原
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

東

京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
が
行
う
納
付
事
務
に
係
る
歳
入　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
利
用
し
て
納
付
す

る
山
梨
県
立
博
物
館
の
使
用
料

三　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
七
年
四
月
一
日

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
種
類

1　

次
に
掲
げ
る
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ

㈡　

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ

㈢　

Ｊ
Ｃ
Ｂ

㈣　

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ　

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

㈤　
Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ　

Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ

㈥　

銀
聯

2　

次
に
掲
げ
る
電
子
マ
ネ
ー

㈠　

交
通
系
I
C

㈡　

i
D

㈢　

W
A
O
N

3　

次
に
掲
げ
る
コ
ー
ド
決
済

㈠　

P
a
y
P
a
y
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三
六
四

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

笛
吹
川
都
市
計
画
ご
み
処
理
施
設　

山
梨
西
部
広
域
ご
み
処
理
施
設

二　

施
行
者
の
名
称

山
梨
西
部
広
域
環
境
組
合

三　

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日

四　

事
業
地

1　

収
用
の
部
分

山
梨
県
中
央
市
大
字
浅
利
字
沼
久
保
地
内

2　

使
用
の
部
分

な
し

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
産
業
政
策
部
」
を
「
総
合
県
民
支
援
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公　
　
　

告

◉　

令
和
七
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

㈡　

a
u　

P
A
Y

㈢　

d
払
い

㈣　

メ
ル
ペ
イ

㈤　

楽
天
ペ
イ

㈥　

A
l
i
p
a
y

㈦　

W
e
C
h
a
t　

P
a
y

㈧　

銀
聯
Q
R

五　

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
期
間　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

東

京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
七
年
四
月
一
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
入
さ
せ
る
歳
入　

や
ま
な
し
く
ら
し
ね
っ
と
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
て
納
付
す
る
手
数
料

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
種
類　

1　

次
に
掲
げ
る
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ

㈡　

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ

㈢　

Ｊ
Ｃ
Ｂ

㈣　

Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ　

Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ

㈤　

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ　

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

2　

P
a
y
P
a
y

3　

P
a
y

－

e
a
s
y

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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三
六
五

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
知
事
か
ら
一

般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
委
任
さ
れ
た
行
政
書
士
試
験
に
つ
い
て
、
行
政
書
士
試

験
の
施
行
に
関
す
る
定
め
（
平
成
十
一
年
自
治
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
第
八
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

理 

事 

長　
　

望　
　

月　
　

達　
　

史
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１ 試験期日 令和７年１１月９日（日）午後１時から午後４時まで 
 

２ 試験場所 

試験場 所在地 

桃源文化会館 南アルプス市飯野２９７１ 

山梨県流通センター（流通会館） 中央市山之神流通団地２－６－１ 

 

３ 試験の科目及び方法 
（１）試験の科目 
 

試験科目 内容等 

行政書士の業務に関し必要な

法令等（出題数４６題） 

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不

服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心と

する。）、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法

令については、令和７年４月１日現在施行されている法令に関

して出題します。 

行政書士の業務に関し必要な

基礎知識（出題数１４題） 
一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、

情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題し、

法令については、令和７年４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。 
 
（２）試験の方法 
  ア 試験は、筆記試験によって行います。 

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書 

士の業務に関し必要な基礎知識」は択一式とします。記述式は、４０字程度で記述するも

のを出題します。 
 

４ 試験案内の掲載及び配布 

（１）試験案内は、公示以降、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページに掲載し

ます。 

（https://gyosei-shiken.or.jp） 

（２）試験案内・受験願書の配布を希望する者には、下記ア、イにより配布します。 
ア 窓口での配布 

・ 窓口での配布期間：令和７年７月２２日（火）から同年８月１８日（月） 

 ・ 配布場所 

配布場所 所在地 配布時間 
山梨県総務部 

行政法務課 

甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県庁北別館 ３階 

８：３０～１７：００ 
 

峡東地域県民センター 甲州市塩山上塩後１２３９－１ 

東山梨合同庁舎 
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三
六
七

峡南地域県民センター 南巨摩郡富士川町鰍沢７７１－２ 

南巨摩合同庁舎 

中北地域県民センター 韮崎市本町４－２－４ 

北巨摩合同庁舎 

 
８：３０～１７：００ 

富士・東部地域県民セン

ター 

都留市田原２－１３－４３ 

南都留合同庁舎 

やまなし観光推進機構 甲府市丸の内１－８－１１ 

ＯＢＩビル３階 

山梨県行政書士会 甲府市丸の内３－２７－５ 

山梨県行政書士会館 

９：００～１７：００ 

（注）土曜日、日曜日及び国民の祝日は配布しません。 
  イ 郵送による配布とその請求方法 

・ 郵送による配布の請求期間：令和７年７月７日（月）から同年８月８日（金）必着 
この期間内に、下記の手続により請求があったものについて、令和７年７月２２日

（火）から郵送により配布します。 
・ 請求方法：返信用封筒（角形２号の封筒に、住所・氏名・郵便番号を記載し１８０円

分の切手を貼付したもの）を、下記の宛先まで郵送してください。 
〒２５２－０２９９ 日本郵便株式会社 相模原郵便局留 

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課 
 

５ 受験手続 

（１）インターネットによる受験申込み 

ア 受付期間：令和７年７月２２日（火）午前９時から同年８月２５日（月）午後５時まで 

この期間におけるインターネットによる受験申込みは、２４時間利用可能です。インタ

ーネットによる受験申込みは、令和７年８月２５日（月）午後５時で終了します。同日午

後５時までに入力を完了していないと、申込みができなくなりますのでご注意ください。

入力方法等手続の詳細については、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームペー

ジをご確認ください。 

イ 受験手数料の払込み：クレジットカード（申込者本人名義のものに限ります。）又はコ

ンビニエンスストアで払い込んでください。 

・ 利用できるクレジットカード 
ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢ、アメリカン・エキスプレス、Ｄ ｉｎｅｒ ｓ 

   ・ 利用できるコンビニエンスストア 
     セブン－イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、セイコー

マート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキ

デイリーストア 
（２）郵送による受験申込み 

ア 受付期間：令和７年７月２２日（火）から同年８月１８日（月）消印有効 

  イ 受付場所：一般財団法人行政書士試験研究センター試験課 

受験願書及び試験案内が入っていた封筒を使用し、受付期間内に郵便局の窓口で必ず簡



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
七
十
七
号
　
　
令
和
七
年
七
月
七
日

三
六
八

易書留郵便で郵送してください。令和７年８月１８日（月）の消印があるものまで受け付

けます。 

ウ 提出書類：受験願書（顔写真及び受付郵便局の日附印のある振替払込受付証明書の貼付 

があるもの） 

（３）受験手数料：１０，４００円 

   受験手数料の払込み方法については、試験案内をご覧ください。なお、払込みに要する費 

用は、受験申込者の負担となります。また、一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等

により、試験自体を実施しなかった場合などを除き、返還しません。 

（４）連絡先：一般財団法人行政書士試験研究センター 電話番号０３－３２６３－７７００ 

〒１０２－００８２ 東京都千代田区一番町２５番地 全国町村議員会館３階 
 
６ 特例措置の実施 
（１）身体の機能に障がいのある方等で、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡の持込みなど、

受験に際して必要な措置を希望される方には、障がい等の状況により希望される措置を行う

ことがあります。 

（２）受験に際して必要な措置を希望される場合は、受験申込み（「インターネットによる受験

申込み」又は「郵送による受験申込み」）をする前に、必ず一般財団法人行政書士試験研究

センターまでご相談ください。特例措置の手続については、試験案内をご覧ください。 
   ご相談受付期間：令和７年７月７日（月）から同年８月１８日（月） 
 

７ 合格発表の日時及び方法  
（１）日時 令和８年１月２８日（水）午前９時 

（２）方法 

一般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に合格者の受験番号を公示しま

す。なお、公示後、受験者には合否通知書を郵送します。また、一般財団法人行政書士試験

研究センターのホームページにも合格者の受験番号を掲載します。（掲載開始時間は合格発

表日の午前中） 
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梨
県
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報
　
　
第
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百
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十
七
号
　
　
令
和
七
年
七
月
七
日

三
六
九

営
ん
で
い
な
い
者

2　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
き
開
始
の
申
立
て
、

又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続
き
開
始
の
申
立

て
を
し
て
い
る
者
（
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
正
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受

け
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

3　

令
和
七
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
令
和
七
年
山
梨
県
告
示
第
四
十
三
号
）
に
定
め
る
競
争
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
当
該
参
加
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
告
示
の
二
の
資
格
審
査
の
申
請
の

方
法
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
十
四
日
（
月
）
ま
で
に
所
定
の
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
添
付
書
類
と
と
も
に
提
出
し
、
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

（
木
）
ま
で
に
当
該
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4　

調
達
を
す
る
賃
貸
借
物
品
等
の
数
量
及
び
仕
様
等
に
適
合
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
物
品
を
納
入
し
た
後
、
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
事
務
局
長
の
求
め
に
応

じ
て
修
繕
、
保
守
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
速
や
か
に
提
供
で
き
る
こ
と
を
、
別
に
山
梨
県
立
宝
石
美
術

専
門
学
校
事
務
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

四　

入
札
手
続
等

1　

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等　

こ
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
令
和

七
年
七
月
三
十
一
日
（
木
）
ま
で
の
日
（
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条

例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
。
な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る

場
合
は
、
事
前
に
五
8
㈡
の
問
合
せ
先
に
電
話
連
絡
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
件
に
係
る
入
札
説
明

会
は
実
施
し
な
い
。

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
二
十
号
コ
コ
リ
内
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校

2　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
確
認　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

3　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

㈠　

日
時　

令
和
七
年
八
月
十
八
日
（
月
）
午
後
二
時

㈡　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
二
十
号
コ
コ
リ
内
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学

校
八
階
会
議
室

4　

郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
先
及
び
期
限　

郵
便
番
号
四
〇
〇

－

〇
〇
三
一
山
梨
県
甲
府
市
丸

の
内
一
丁
目
十
六
番
二
十
号
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
宛
て
に
令
和
七
年
八
月
十
五
日

（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
到
着
す
る
よ
う
送
付
す
る
こ
と
。

5　

入
札
の
無
効　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十

四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る

日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で

あ
る
。令

和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

調
達
を
す
る
賃
貸
借
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
用
機
器
等
賃
貸
借

㈡　

数
量　

一
式

2　

調
達
を
す
る
賃
貸
借
物
品
等
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

3　

賃
貸
借
期
間　

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で

4　

納
入
場
所　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校

三　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ

の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る
指
名
停

止
等
措
置
要
領
」
（
以
下
「
指
名
停
止
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受

け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
は
、
参
加
資
格
の
な
い
者
と
み
な
す
。

1　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈡　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い

者
㈢　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
で
あ
っ

て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な

い
者

㈤　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を
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百
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令
和
七
年
七
月
七
日

三
七
〇

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
及
び
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

落　
　

合　
　

直　
　

樹

山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
及
び
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
企
業
局
事
務
委
任
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
及
び
第
三
条
の
二
第
二
号
中
「
並
び
に
週
休
日
」
を
「
、
週
休
日
」
に
改
め
、

「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
休
憩
時
間
の
設
定
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
中
「
並
び
に
週
休
日
」
を
「
、
週
休
日
」
に
、
「
に
関
す
る
こ
と
」
を
「
並
び

に
休
憩
時
間
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
三
号
及
び
第
四
号
、
別
表
第
三
第
三
号
並
び
に
別
表
第
三
の
二
第
二
号
中
「
並
び
に

週
休
日
の
振
替
」
を
「
、
週
休
日
の
振
替
並
び
に
休
憩
時
間
の
設
定
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

秋　
　

山　
　
　
　
　

洋

㈠　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
。

㈡　

こ
の
公
告
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

㈢　

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
鑑
又
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
確
認
し
難

い
と
き
。

㈣　

㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
入
札
条
件

に
違
反
し
た
と
き
。

6　

落
札
者
の
決
定
方
法　

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内

で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

五　

そ
の
他

1　

入
札
及
び
契
約
の
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

㈠　

言
語　

日
本
語

㈡　

通
貨　

日
本
国
通
貨

2　

入
札
保
証
金　

規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
免
除
す
る
。

3　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

4　

違
約
金
の
有
無　

有

5　

前
払
金
の
有
無　

無

6　

最
低
制
限
価
格
の
有
無　

無

7　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

8　

そ
の
他

㈠　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

㈡　

問
合
せ
先　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
（
電
話
〇
五
五

－

二
三
二

－

六
六
七
一
）

※　
Sum
m
ary

1　
N
ature and quantity of the products to be procured: Long-term

 lease 

agreem
ents of com

puter system
s and equipm

ent 1

 set
2　
D
ate and tim

e for tender: 2:00PM

 A
ugust 18, 2025

3　
Bureau in charge: Secretariat of the Institute of Gem

ology and Jew
elry A

rt 

Y
am
anashi prefectural governm

ent 1-16-20 M
arunouchi K

ofu Y
am
anashi 

400-0031 Japan T
EL 055-232-6671

企　

業　

局



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
七
十
七
号
　
　
令
和
七
年
七
月
七
日

三
七
一

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

中
野
た
か
ひ
と
と
共
に
進
む
会

中

野

貴

民

渡

辺
　

泉

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
六
二
〇

－

一
一

令
和
七
年
五
月
十

六
日

令
和
七
年
五
月
十

六
日

ら
く
み
つ
か
ず
お
後
援
会

楽

満

一

生

楽

満

一

生

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
四
五
九

－

四

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日

菊
友
会

堀

内

信

人

梶

原

幾

郎

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
九
三

－

一

令
和
七
年
五
月
二

十
七
日

令
和
七
年
五
月
二

十
七
日

秀
友
会

小

佐

野

快

倉

澤

浩

美

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
三
〇
五

令
和
七
年
六
月
二

日

令
和
七
年
六
月
二

日

土
屋
け
ん
い
ち
後
援
会

志

村

正

文

横

森

千

尋

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
二
七
〇
八

－

四

令
和
七
年
六
月
二

日

令
和
七
年
六
月
六

日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
河
口
湖
支
部

堀

内

昭

登

中

村

拓

郎

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
二
七

令
和
七
年
四
月
一

日

令
和
七
年
五
月
十

四
日

旧

井

出

総

一

渡

辺

美

雄

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
四
〇

新

自
由
民
主
党
双
葉
支
部

功
刀
千
斗
夫

田

辺

泰

明

甲
斐
市
下
今
井
一
二
九
二

－

一
七

令
和
七
年
五
月
一

日

令
和
七
年
五
月
十

四
日

旧

水
上
源
太
郎

田

中

邦

治

甲
斐
市
下
今
井
一
六
一
一

新

た
く
し
ん
会

渡

辺

照

雄

令
和
七
年
四
月
三

十
日

令
和
七
年
五
月
二

十
一
日

旧

深

沢

恵

子

新

山
梨
県
介
護
障
害
福
祉
事
業
者
政

治
連
盟

天

野

真

吾

令
和
七
年
五
月
十

五
日

令
和
七
年
五
月
二

十
一
日

旧

中

込

俊

太

新

山
梨
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政
治

連
盟

村

松

安

男

本

宮

健

志

令
和
七
年
六
月
十

日

令
和
七
年
六
月
十

二
日

旧

坂

本

哲

司

深

澤
　

良

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

楽

満

一

生

町
議
会
議
員

ら
く
み
つ
か
ず
お
後
援
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
四

五
九

－

四

楽

満

一

生

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
七
十
七
号
　
　
令
和
七
年
七
月
七
日

三
七
二

正　
　
　

誤

○
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
十
一
号
）
山
梨
県
規
則
第
九
号
（
山
梨
県
特
定
都
市
河
川
浸

水
被
害
対
策
法
施
行
細
則
）

三
五
ペ
ー
ジ
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

楽

満

一

生

町
議
会
議
員

ら
く
み
つ
か
ず
お
後
援
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
四

五
九

－

四

楽

満

一

生

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日

令
和
七
年
五
月
二

十
二
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
七
十
七
号
　
　
令
和
七
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七
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七
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七
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第１号様式（第３条関係） 

備考 その他の欄は、雨水浸透阻害行為に関する工事又は対策工事に伴い道路を設ける場合に、当該道路の名称、管理者（帰属先）等を 
記載すること。 

雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書 

設計者 

（法人の場

合は、主た

る事務所の

所在地、名

称及び代表

者の氏名） 

住所 郵便番号         電話番号 

氏名  

雨水浸透阻害行為

の区域に含まれる

地域の名称 

  

雨水浸透阻害行為

に関する工事及び

対策工事の計画の

方針 

  

行為区域（対策工

事に係る雨水貯留

浸透施設の集水区

域が行為区域の範

囲を超えるとき

は、当該超える区

域を含む。）内の

土地の現況 

宅地 池沼 水路 ため池 道路 
（のり面無）

道路 
（のり面有）

鉄道線路 
（のり面無） 

鉄道線路 
（のり面有）

飛行場 
（のり面無）

飛行場 
（のり面有）

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

舗装され

た土地 

（のり面 
に限る。）

ゴルフ場 運動場 締め固め

ら れ た

土地 

山地 植生に覆

わ れ た

のり面 

林地・耕

地・原野

その他 

合計 

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

行為区域（対策工

事に係る雨水貯留

浸透施設の集水区

域が行為区域の範

囲を超えるとき

は、当該超える区

域を含む。）内の

土地利用計画 

宅地 池沼 水路 ため池 道路 
（のり面無）

道路 
（のり面有）

鉄道線路 
（のり面無） 

鉄道線路 
（のり面有）

飛行場 
（のり面無）

飛行場 
（のり面有）

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

舗装され

た土地 

（のり面 
を除く。）

舗装され

た土地 

（のり面 
に限る。）

ゴルフ場 運動場 締め固め

ら れ た

土地 

山地 植生に覆

わ れ た

のり面 

林地・耕

地・原野

その他 

合計 

 ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２  ｍ２ 

対策工事に係る雨

水貯留浸透施設の

計画 

行為前の流出係数   行為後の流出係数   

行為前の流出雨水量  ｍ３／秒 行為後の流出雨水量  ｍ３／秒 

雨水貯留浸透施設の計画 名称 容量又は規模及び構造 管理者（帰属先） 

      

      

その他   

第1号様式（第3条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
七
十
七
号
　
　
令
和
七
年
七
月
七
日

三
七
四


